
（証券コード 9636）

株 式 会 社 き ん え い

第129期

定時株主総会

招集ご通知

開 催
日 時

2026年４月21日（火曜日）
午前10時

場 所
大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号
都シティ大阪天王寺
６階 吉野の間

議 決 権
行使期限

2026年４月20日（月曜日）
午後６時まで

目 次

■ 株主総会招集ご通知

■ 株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 監査役２名選任の件

■ 事業報告

■ 計算書類

■ 監査報告書

◉ 株主総会にご出席の株主様への「お土産」
のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上
げます。

2026年03月17日 19時28分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 1 ―

（証券コード 9636）
2026年３月31日

株 主 各 位
大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号

株 式 会 社 き ん え い
代表取締役社長 作 田 憲 彦

第129期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第129期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

し上げます。

本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電

子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社

ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、

ご確認くださいますようお願い申し上げます。

〈当社ウェブサイト〉

https://corporate.kin-ei.co.jp/ir/notice

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、インターネット上の東京証

券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセス

して、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を

順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

〈東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）〉

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法（インターネット）によ

って議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書

類をご検討くださいまして、３ページの「議決権行使の方法についてのご案内」

に従って、2026年４月20日（月曜日）午後６時までに議決権を行使していただき

ますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2026年４月21日（火曜日）午前10時

２．場 所 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

都シティ 大阪天王寺 ６階 吉野の間

３．目的事項

報告事項 第129期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）事業報告及び

計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 監査役２名選任の件

４．議決権行使等の方法についてのご案内

（１）議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い

各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして

取り扱わせていただきます。

（２）書面並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インター

ネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。

（３）インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行

使された内容を有効とさせていただきます。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
〇● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出くださいますようお願い申し上げます。

〇● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修

正内容を掲載させていただきます。

〇● 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規

定に基づき、株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監

査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

① 事業報告の「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制及びその運用

状況」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
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議決権行使の方法についてのご案内

議決権行使の方法は、以下の方法がございます。電子提供措置事項に掲載の株主総会

参考書類をご検討のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

インターネットによる行使の場合

当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）に

アクセスいただき、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2026年４月20日（月曜日）午後６時完了分まで

書面による行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返

送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場

合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきま

す。

行使期限 2026年４月20日（月曜日）午後６時到着分まで

株主総会にご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年４月21日（火曜日）午前10時

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

(1) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネッ

トによる議決権行使を有効とさせていただきます。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使さ

れた内容を有効とさせていただきます。
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議決権行使書副票（右側）

「ログイン用ＱＲ

コード」はこちら

｢次の画面へ」を

クリック

入力後、｢ログイ

ン」をクリック
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、2026年４月20日（月曜日）午後６

時までに、パソコン、スマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセ

スいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。なお、

当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送またはインターネットによる議決権行使の

お手続きはいずれも不要です。

ＱＲコードを読み取る方法

スマートフォンでＱＲコードを読み取っていた

だくことで、ログインＩＤ・パスワードの入力

が不要になります。

❶ 同封の議決権行使書副票（右側）に記載さ

れた「ログイン用ＱＲコード」を読み取っ

てください。

❷ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力く

ださい。
※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ログインＩＤ・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）

❶ パソコン、スマートフォンから、上記の議

決権行使サイトにアクセスしてください。

❷ 同封の議決権行使書副票（右側）に記載さ

れた「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」

をご入力ください。

❸ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力く

ださい。

■ インターネットによる議決権行使の場合の注意点

(1) インターネットによる議決権行使は、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止し

ます。

(2) パソコン、スマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種

によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘル

プデスクにお問い合わせください。

(3) パソコン、スマートフォンによる、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネッ

ト接続料・通信料等は、株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027（通話料無料） 受付時間 午前９時～午後９時
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、企業体質の強化及び将来の事業展開等に必要な内部留保を確保

しつつ、安定配当を継続維持することを基本方針としております。

このような方針のもと、当事業年度の期末配当につきましては、当事業

年度の業績を勘案し、１株につき10円といたしたいと存じます。

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．株主に対する財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円

総額27,879,660円

３．剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年４月22日
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第２号議案 取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって取締役６名全員が任期満了となりますので、取締役

６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

１
さく だ のり ひこ

作 田 憲 彦
（1960年１月12日生）

1983年４月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ

ールディングス株式会社）入社

1,493株

2009年４月 株式会社メディアート（現株式会社アド近

鉄）広告事業本部副本部長

2010年６月 株式会社アド近鉄取締役広告事業本部長

2011年11月 当社シネマ事業部部長、企画部部長

2012年２月 当社シネマ・アミューズメント事業部部

長、企画部部長

2012年４月 当社執行役員シネマ・アミューズメント事

業部長、企画部部長

2013年４月 当社取締役シネマ・アミューズメント事業

部長

2019年４月 当社常務取締役シネマ・アミューズメント

事業部長

2021年４月 当社専務取締役シネマ・アミューズメント

事業部長

2023年４月 当社取締役社長シネマ・アミューズメント

事業部長

2023年12月 当社取締役社長シネマ・アミューズメント

事業部担当

2024年４月 当社取締役社長（現在）

【取締役候補者とした理由】

当社の主要事業であるシネマ・アミューズメント事業

の担当役員を務め、同事業に関する豊富な経験と高い

知見を有するとともに、現在は取締役社長として当社

の経営を担っており、その実績と経営全般に関する深

い見識を有していることから、適任であると判断いた

しました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

２
きた えつ じ

北 悦 治
（1963年１月13日生）

1985年４月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ
ールディングス株式会社）入社

941株

2007年６月 奈良交通株式会社生活創造事業本部不動産
開発部長

2011年11月 当社ルシアス事業部部長、企画部部長、ビ
ル企画部部長、アポロ事業部部長

2012年２月 当社不動産事業部部長、企画部部長
2012年12月 当社執行役員不動産事業部部長、企画部部

長
2014年６月 当社執行役員企画部長、不動産事業部長
2015年４月 当社取締役企画部長、不動産事業部長
2021年４月 当社常務取締役企画部長、不動産事業部長
2023年４月 当社専務取締役企画部長、不動産事業部長
2025年４月 当社専務取締役技術部担当、不動産事業部

長（現在）

【取締役候補者とした理由】

当社及び近鉄グループ会社において主に不動産事業に

携わり、現在は当社専務取締役技術部担当、不動産事

業部長を務めるなど、不動産関連業務に関する専門的

知識及び豊富な経験を有していることから、適任であ

ると判断いたしました。

３
やま の たか お

山 野 貴 生
（1964年５月24日生）

1987年４月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ

ールディングス株式会社）入社

599株

2009年11月 近鉄不動産株式会社流通鑑定事業本部部長

2012年５月 同社総務部長

2018年６月 同社執行役員ハウジング事業本部ニューイ

ング事業部長、仲介事業部長

2019年11月 同社執行役員ハウジング事業本部副本部長

2021年４月 同社執行役員営業企画本部長

2022年６月 当社常務執行役員総務部長

2023年４月 当社常務取締役総務部長（現在）

【取締役候補者とした理由】

当社及び近鉄グループ会社において総務業務、不動産

事業等に携わり、現在は当社常務取締役総務部長を務

めるなど、高い知見と豊富な経験を有していることか

ら、適任であると判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

４
つ じ たかし

都 司 尚
（1957年８月26日生）

1982年４月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ

ールディングス株式会社）入社

500株

2015年１月 近畿日本鉄道分割準備株式会社（現近畿日

本鉄道株式会社）執行役員

2016年６月 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員

2019年６月 近鉄グループホールディングス株式会社取

締役

2019年６月 近畿日本鉄道株式会社取締役社長

2020年６月 三重交通グループホールディングス株式会

社社外取締役（現在）

2021年６月 近鉄グループホールディングス株式会社グ

ループ執行役員

2023年６月 同社取締役社長

2024年４月 当社取締役（現在）

2024年６月 近鉄グループホールディングス株式会社取

締役会長（現在）

重要な兼職の状況

近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長

三重交通グループホールディングス株式会社社外取

締役

【取締役候補者とした理由】

近鉄グループホールディングス株式会社の取締役社長、

また現在は同社の取締役会長として近鉄グループの経

営を担っており、経営全般に関する深い見識及び豊富

な経験を有し、取締役会における意思決定機能及び経

営監督機能の強化が期待されることから、適任である

と判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

５
うめ もと し ろう

梅 本 史 郎
（1953年７月４日生）

1978年４月 株式会社毎日放送（現株式会社ＭＢＳメデ
ィアホールディングス）入社

0株

2009年６月 同社取締役
2013年６月 同社常務取締役
2015年６月 同社専務取締役
2017年６月 株式会社ＭＢＳメディアホールディングス

取締役
株式会社毎日放送専務取締役

2019年６月 株式会社ＭＢＳメディアホールディングス
取締役社長

2022年６月 同社取締役会長
株式会社毎日放送顧問

2023年６月 株式会社ＭＢＳメディアホールディングス
顧問（現在）

2025年４月 当社取締役（現在）
重要な兼職の状況
株式会社ＭＢＳメディアホールディングス顧問

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

関西地区を事業基盤とする放送会社において長く経営

に携わった豊富な経験とこれまでに培われた幅広い見

識を活かして、当社の経営に対する助言や指導、客観

的な視点での監督をいただくことにより、当社の経営

体制の強化が期待できることから適任と判断いたしま

した。

６
ふな と き み こ

船 戸 貴美子
（1969年3月5日生）

1991年４月 株式会社住友銀行入社

400株

1994年４月 同社退社
1998年４月 弁護士登録

アイマン総合法律事務所入所（現在）
2021年６月 共英製鋼株式会社社外取締役（現在）
2025年４月 当社取締役（現在）
重要な兼職の状況

弁護士
共英製鋼株式会社社外取締役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

弁護士として培われた高い見識と豊富な経験を有して

おり、これまで社外取締役となること以外の方法で会

社の経営に関与したことはありませんが、これらの見

識と経験を活かし、業務を行う経営陣から独立した立

場で当社の経営に的確に助言をいただくことにより、

取締役会の監督機能の強化が期待できることから適任

と判断いたしました。
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（注）１．都司尚氏は当社の親会社である近鉄グループホールディングス株式会社の
取締役会長であります。その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利
害関係はありません。

２．各取締役候補者の過去10年間及び現在の近鉄グループホールディングス株
式会社及びその子会社における業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、
当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況」欄に略歴として記載の
とおりであります。

３．当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、次の内容を概要
とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年５月１日更新の予定
です。本議案でお諮りする取締役候補者のうち重任候補者は、全員すでに当
該保険契約の被保険者となっており、選任後は全取締役が被保険者となりま
す。
保険契約の内容の概要は次のとおりであります。

① 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分を含め全額会社負担としており、被保険者の実質的な保

険料負担はない。
② 填補の対象となる保険事故の概要

会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険
期間中に株主または第三者から損害賠償請求がなされた場合に、これによっ
て被保険者が被る損害（損害賠償請求がなされるおそれがある状況におい
て、これに対応するために要する費用を含む。）を填補する。

③ 役員等の職務執行の適正性が損なわれないための措置
保険契約において、私的な利益または便宜の供与に起因するもの、犯罪行

為または違法であることを認識しながら行った行為に起因するものなどは、
免責事由として損害を填補する対象としないこととしている。

４．梅本史郎氏及び船戸貴美子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
の候補者であり、両氏の社外取締役就任後の年数は、いずれも本総会終結の
時をもって１年であります。両氏の過去10年間及び現在の近鉄グループホー
ルディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社における業務執行者ま
たは役員への就任については、「略歴、当社における地位及び担当並びに重要
な兼職の状況」欄に略歴として記載のとおりであります。なお、近鉄グルー
プホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社は、会社法施行
規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。

５．取締役候補者船戸貴美子氏の戸籍上の氏名は、上田貴美子であります。
６．当社は、会社法第427条第１項及び定款第27条の規定に基づき、梅本史郎氏
及び船戸貴美子氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約
を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める
額としております。

７．当社は、東京証券取引所に対し、梅本史郎氏及び船戸貴美子氏を独立役員
として届け出ております。
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第３号議案 監査役２名選任の件

監査役門山龍彦氏、長田宏氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、
その補欠として監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、選任
されます監査役の任期は、前任監査役の残任期間（2028年４月開催予定の第131
期定時株主総会終結の時まで）となります。また、本議案に関しましては、監
査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 及 び 当 社 に お け る 地 位
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

１
なか きた まこと

中 北 真
（1961年６月11日生）

1984年４月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ

ールディングス株式会社）入社

400株

2008年10月 同社不動産事業本部分譲事業部長

2010年11月 近鉄不動産株式会社流通鑑定事業本部部長

2016年６月 同社執行役員ハウジング事業本部仲介事業

部長

2018年６月 近鉄グループホールディングス株式会社東

京支社長

2020年６月 同社執行役員総合企画部、東京支社、名古

屋支社及び台北支社担当

2021年６月 同社執行役員事業戦略部、東京支社及び

台北支社担当

2022年６月 近鉄保険サービス株式会社監査役（現在）

2024年６月 近鉄造園土木株式会社監査役（現在）

【社外監査役候補者とした理由】

近鉄グループホールディングス株式会社及び近鉄不動

産株式会社において豊富な企業実務の知識と経験を有

し、近鉄保険サービス株式会社及び近鉄造園土木株式

会社において監査役としてその職責を十分に果たして

きたことから、適任であると判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 及 び 当 社 に お け る 地 位
並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当 社 の
株式の数

２
しら かわ まさ あき

白 川 正 彰
（1959年9月30日生）

1982年４月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ

ールディングス株式会社）入社

400株

2014年６月 同社執行役員総合戦略室副室長

2015年４月 近鉄グループホールディングス株式会社執

行役員経営戦略部担当

2016年４月 同社執行役員経営戦略部及び台北支社担当

2016年６月 同社取締役常務執行役員秘書広報部、経営

戦略部及び台北支社担当

近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員

秘書広報部及び経営企画部担当

2016年11月 近鉄グループホールディングス株式会社取

締役常務執行役員経営戦略部、広報部及び

秘書部担当

近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員

広報部及び秘書部担当

2017年６月 近鉄グループホールディングス株式会社取

締役常務執行役員事業開発部及び広報部担

当

近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員

広報部担当

2019年６月 近鉄グループホールディングス株式会社取

締役専務執行役員総合企画部及び広報部担

当

2020年６月 同社取締役専務執行役員総合企画部担当

2021年６月 同社取締役専務執行役員事業戦略部担任

2023年６月 株式会社近鉄・都ホテルズ監査役（現在）

2025年６月 奈良交通株式会社社外監査役（現在）

【社外監査役候補者とした理由】

近鉄グループホールディングス株式会社及び近鉄グル

ープ会社において豊富な企業実務の知識と経験を有

し、株式会社近鉄・都ホテルズ及び奈良交通株式会社

において監査役としてその職責を十分に果たしてきた

ことから、適任であると判断いたしました。
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（注）１．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．各監査役候補者の過去10年間及び現在の近鉄グループホールディングス株
式会社並びにその子会社及び関連会社における業務執行者としての地位及び
担当は、「略歴及び当社における地位並びに重要な兼職の状況」欄に略歴とし
て記載のとおりであります。

３．中北真氏及び白川正彰氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補
者であります。両氏の過去10年間及び現在の近鉄グループホールディングス
株式会社並びにその子会社及び関連会社における業務執行者または役員への
就任については、「略歴及び当社における地位並びに重要な兼職の状況」欄に
略歴として記載のとおりであります。また、白川正彰氏につきましては、過
去10年間において、当社の特定関係事業者の取締役であったことがあります。
なお、近鉄グループホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会
社は、会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者でありま
す。

４．当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、次の内容を概要
とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年５月１日更新の予定
です。本議案でお諮りする監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含ま
れることとなります。
保険契約の内容の概要は次のとおりであります。

① 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分を含め全額会社負担としており、被保険者の実質的な

保険料負担はない。
② 填補の対象となる保険事故の概要

会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保
険期間中に株主または第三者から損害賠償請求がなされた場合に、これに
よって被保険者が被る損害（損害賠償請求がなされるおそれがある状況に
おいて、これに対応するために要する費用を含む。）を填補する。

③ 役員等の職務執行の適正性が損なわれないための措置
保険契約において、私的な利益または便宜の供与に起因するもの、犯罪

行為または違法であることを認識しながら行った行為に起因するものなど
は、免責事由として損害を填補する対象としないこととしている。

５．白川正彰氏が常勤監査役として在任している株式会社近鉄・都ホテルズは、
2025年５月８日、独占禁止法の規定に違反するおそれがある行為を行ってい
たとして、公正取引委員会から警告を受けました。同氏は、日頃より、取締
役会や常務会のほか各種会議体や現場往査の機会を捉え、役員、社員に対し
法令遵守の重要性について注意喚起を行い、遵守体制の実効性を検証してき
たところであります。また、本事案に関しては、再発防止策についての助言
を行うとともに、その実施状況の確認と監査部によるモニタリングを指導す
るなど、監査役として必要な対応を行い、その職責を果たしております。

以 上

2026年03月17日 19時28分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 14 ―

事 業 報 告

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

１．会社の現況に関する事項

（1）事業の経過及び成果並びに今後の課題

当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善するもとで、

個人消費や設備投資に持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回

復基調で推移しました。一方で、物価上昇、金融資本市場の変動等の影

響、海外における政情不安や米国の通商政策の影響などによる景気の下押

しリスクが懸念され、先行きは不透明な状況で推移しております。

このような情勢のもと、当社におきましては、事業全般に亘って顧客満

足度の高いサービスの提供に努めるとともに、部門別業績管理のさらなる

徹底を図りましたところ、売上高は、前期に比較して5.6％増の3,771,317

千円となりました。さらに、諸経費全般に亘って鋭意抑制に努めました結

果、営業利益は6.7％増の301,544千円、経常利益は6.6％増の311,555千

円、当期純利益は29.6％増の200,279千円となりました。

以下、事業の概況を部門別に申し上げます。

シネマ・アミューズメント事業部門におきましては、「あべのアポロシ

ネマ」において“『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章 猗窩座再来”

“国宝”“名探偵コナン 隻眼の残像(せきがんのフラッシュバック)”“ズ

ートピア２”“劇場版『チェンソーマン レゼ篇』”“ヒプノシスマイク －

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ－”“８番出口”“劇場版『ＴＯＫ

ＹＯ ＭＥＲ～走る緊急救命室～南海ミッション』”“映画ドラえもん のび

太の絵世界物語”“ジュラシック･ワールド／復活の大地”などの作品を上

映して観客誘致に努めました。また、「あべのハルカス」「あべのキューズ

モール」「天王寺ミオ」などの周辺商業施設と連携したタイアップイベン

トを積極的に開催し、販売促進を図りました。さらに、「スクリーン１」

「スクリーンプラスワン」「ホワイエ」の空調機等の更新、「スクリーン５」

「スクリーン６」の座席のリニューアル及び「スクリーン１」の天井照明

のＬＥＤ化と壁面のファブリック貼替工事を実施する一方、従業員の接遇

力を高めるための教育に注力するなど、より快適にご鑑賞いただけるよう
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に努めました。また、娯楽場事業におきましては、「あべのアポロシネマ」

と一体となった集客を一層推進いたしました結果、部門全体の収入合計

は、1,712,078千円となり、営業原価控除後では224,729千円の営業利益と

なりました。

不動産事業部門におきましては、「きんえいアポロビル」において、トイ

レリニューアル、空調・給排水設備にかかる整備・更新、監視カメラ増

設・更新等を実施し、ビルの安全性、快適性の向上を図りました。「あべ

のルシアス」において、トイレリニューアル、電気室設備・中央監視設備

及び空調・給排水設備の更新、防火シャッターの改修等に計画的に取り組

み、より安全で快適なビルづくりを推進しました。そのうえで、空室部分

への後継テナント誘致や賃貸借契約更新時等の賃料改定に注力するなど賃

貸収入の確保に努めました結果、駐車場収入等ビル付帯事業並びにその他

の事業を含めた部門全体の収入合計は2,059,238千円となり、営業原価控

除後では446,050千円の営業利益となりました。

今後につきましては、シネマ・アミューズメント事業部門では、あべ

の・天王寺エリア唯一の映画館「あべのアポロシネマ」への一層の集客を

目指し、魅力ある作品の上映に努めるとともに、安心・快適な環境で映画

を楽しんでいただけるように計画的な設備等の更新に取り組んでまいりま

す。さらに、周辺商業施設との共同販売促進策を積極的に推進し、また、

簡単・便利な「チケット予約システム」や映画会員制度「アポロシネマメ

ンバーズ」を積極的にアピールし、集客に努めてまいります。

また、不動産事業部門におきましては、テナント入居率の維持・向上に

よる賃貸収入の確保を図るのはもとより、引き続き設備更新・改良工事、

トイレリニューアル等を計画的に進めるなど、ビルのさらなる機能向上を

図るとともに、省エネルギー化にも十分に配慮し、より安全で快適な環境

づくりに努めてまいります。

以上により、今後とも、安定した経営基盤の確立並びに事業の発展に格

段の努力を傾けてまいりますので、引き続きご支援賜りますようお願い申

し上げます。
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（2）設備投資の状況

当事業年度における設備投資総額は278,364千円で、設備の新設、改良等の

主なものは次のとおりであります。

あべのアポロシネマ スクリーン１空調機更新工事

あべのアポロシネマ スクリーン５・６座席リニューアル工事

あべのアポロシネマ 空調機部分更新工事（スクリーンプラスワン･ホワイエ系統）

あべのアポロシネマ スクリーン１天井照明ＬＥＤ化及びファブリック貼替工事

きんえいアポロビル ９階・１０階トイレリニューアル工事

きんえいアポロビル 井水濾過装置及び揚水ポンプ更新工事

きんえいアポロビル 空調用冷温水ポンプ１号機及び冷却水ポンプ１号機更新工事

きんえいアポロビル 冷却塔１号機整備工事

本社事務所 社内システム更新工事

（3）資金調達の状況

当事業年度末の借入金残高は325,000千円であり、前期末に比較して

168,750千円減少しました。

（4）財産及び損益の状況の推移

区 分
第126期
2022年度

第127期
2023年度

第128期
2024年度

第129期(当事業年度)
2025年度

売 上 高
（千円）

3,344,564 3,570,520 3,571,956 3,771,317

経 常 利 益
（千円）

183,687 254,382 292,176 311,555

当 期 純 利 益
（千円）

124,612 154,948 154,558 200,279

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

（円）

44.69 55.57 55.44 71.84

総 資 産
（千円）

5,765,860 5,867,556 5,923,128 6,021,988

純 資 産
（千円）

2,319,551 2,449,703 2,580,682 2,759,534

（注） １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。なお、自己株

式数を控除して算出しております。

2026年03月17日 19時28分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 17 ―

(5) 親会社の状況（2026年１月31日現在）

① 親会社に関する事項

当社の親会社は近鉄グループホールディングス株式会社であり、同社は

当社の株式を同社子会社保有株式（同株式の退職給付信託分を含む。）と合

わせ1,717千株（出資比率60.9％）保有しております。

また、当社の取締役１名が同社の取締役、当社の監査役は１名が同社の

監査役、１名が同社子会社の監査役であります。

② 親会社との取引に関する事項

当社は、同社との間で、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）

による資金の貸付などの取引を行っております。

当該取引は、当社の経営上有益なものであります。また、取引条件は、

ＣＭＳにかかるものであり、貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決

定しております。

従って、当該取引は公正、妥当な取引条件により実行されており、当社

は当該取引により相応の利益を得ていますので、取締役会は、当該取引は

当社の利益を害さないと判断しております。

（6）事 業 内 容（2026年１月31日現在）

① 劇場及び娯楽場の経営

② 賃貸ビルディング及び駐車場等の経営

（7）事 業 所（2026年１月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社

大阪市阿倍野区

劇 場 及 び 娯 楽 場

あ べ の ア ポ ロ シ ネ マ

ア ポ ロ ３ 階 ゲ ー ム セ ン タ ー

ア ポ ロ ４ 階 ゲ ー ム セ ン タ ー

賃貸ビルディング
及 び 駐 車 場 等

き ん え い ア ポ ロ ビ ル

あ べ の ル シ ア ス

ヴィアあべのウォーク（当社所有区画）

き ん え い ア ポ ロ 駐 車 場

あ べ の ル シ ア ス 駐 車 場

宝 く じ 売 場 あ べ の ハ ル カ ス 店

ア ポ ロ ビ ル 地 下 ２ 階 宝 く じ 売 店
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(8) 使用人の状況（2026年１月31日現在）

使用人 数（前 期 末
比較増減） 平 均 年 齢 平均勤続年数

45名（１名減） 50.7歳 14.3年

（注） 使用人数には他社への出向社員を含んでおりません。

（9）借 入 先（2026年１月31日現在）

借 入 先 借 入 額

千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 250,000

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 62,500

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 12,500
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２．会社の株式に関する事項（2026年１月31日現在）
（1）発行可能株式総数 8,000,000株

（2）発行済株式の総数 2,821,000株（自己株式33,034株を含む。）

（3）株 主 数 4,761名

（4）大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口）

1,270 45.6

近 鉄 保 険 サ ー ビ ス 株 式 会 社 250 9.0

近鉄グループホールディングス株式会社 163 5.9

岸 本 ビ ル 株 式 会 社 25 0.9

株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店 17 0.6

株 式 会 社 近 鉄 リ テ ー リ ン グ 15 0.6

南 園 良 三 郎 6 0.2

日 本 フ ァ シ リ オ 株 式 会 社 5 0.2

東 洋 テ ッ ク ビ ル サ ー ビ ス 株 式 会 社 4 0.2

東 野 治 彦 3 0.1

（注）１．持株比率は、自己株式（33,034株）を控除して算出しております。

２．上記株主の当社持株数は株主名簿上の持株数であり、日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口）の持株数1,270千株は、全て近畿日本鉄道株式

会社の信託財産であります。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2026年１月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役
取締役社長

作 田 憲 彦

専務取締役 北 悦 治
技術部担当
不動産事業部長

常務取締役 山 野 貴 生 総務部長

取 締 役 都 司 尚
近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長
三重交通グループホールディングス株式会社社外取締役

取 締 役 梅 本 史 郎 株式会社ＭＢＳメディアホールディングス顧問

取 締 役 船 戸 貴美子
弁護士
共英製鋼株式会社社外取締役

監査役(常勤) 門 山 龍 彦

監 査 役 長 田 宏 株式会社近鉄百貨店社外監査役(常勤)

監 査 役 中 村 哲 夫 近鉄グループホールディングス株式会社監査役(常勤)

（注）１．2025年４月22日、網本浩幸氏、河内一友氏は任期満了により退任しました。
２．同日、梅本史郎氏、船戸貴美子氏が新たに取締役に就任しました。
３．専務取締役北悦治氏は、企画部長及び不動産事業部長を担当しておりまし
たが、2025年４月22日より技術部及び不動産事業部長を担当しております。

４．取締役梅本史郎氏及び同船戸貴美子氏は、会社法第２条第15号に定める社
外取締役であります。なお、当社は、会社法第427条第１項及び定款第27条の
規定に基づき、両社外取締役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限
定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法
令が定める額としております。

５．監査役門山龍彦氏及び同長田宏氏は、会社法第２条第16号に定める社外監
査役であります。なお、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に
備え、補欠監査役として平野雅大氏が選任されております。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役
及び執行役員であり、保険契約の内容の概要は、次のとおりであります。
① 被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は特約部分を含め全額会社負担としており、被保険者の実質的な保
険料負担はない。

② 填補の対象となる保険事故の概要
会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険

期間中に株主または第三者から損害賠償請求がなされた場合に、これによっ
て被保険者が被る損害（損害賠償請求がなされるおそれがある状況におい
て、これに対応するために要する費用を含む。）を填補する。

2026年03月17日 19時28分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20251126_01）



― 21 ―

③ 役員等の職務執行の適正性が損なわれないための措置
保険契約において、私的な利益または便宜の供与に起因するもの、犯罪行

為または違法であることを認識しながら行った行為に起因するものなどは、
免責事由として損害を填補する対象としないこととしている。

７．当社は東京証券取引所に対し、取締役梅本史郎氏及び同船戸貴美子氏を独
立役員として届け出ております。

８．監査役中村哲夫氏は、近鉄グループホールディングス株式会社及び近鉄グ
ループ会社において、長年にわたり経理実務に携わっており、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。

（2）取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（うち社外取締役）

８名
（４名）

51,798千円
（7,200千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

３名
（２名）

11,580千円
（10,260千円）

計 11名 63,378千円

（注）１．支給額は、全額固定金銭報酬であります。
２．取締役及び監査役の報酬については、1994年４月27日開催の第97期定時株
主総会の決議により、取締役報酬額を月額500万円以内、監査役報酬額を月額
150万円以内とし、取締役報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額
を含まない旨定めており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名、
監査役の員数は３名であります。

３．取締役の個人別報酬の決定方針は次のとおりであり、当社が取締役会の諮
問機関として設置している人事・報酬諮問委員会において審議の上、2021年
１月28日開催の取締役会において決定しております。
「取締役の個人別報酬の決定方針」

取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎
月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の役職
または役割に応じ、あらかじめ人事・報酬諮問委員会に諮問して意見を求
めた上、取締役会で決定する。

また、当事業年度における取締役の個人別報酬は、当該決定方針に従い、あ
らかじめ人事・報酬諮問委員会に諮問して意見を求めた上、取締役会で決定
しており、決定方針との整合性を含めた検討を加えておりますので、取締役
会は、当該個人別報酬は決定方針に沿うものと判断しております。
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（3）社外役員に関する事項

① 当社と重要な兼職先との関係（2026年１月31日現在）

監査役長田宏氏が社外監査役（常勤）に就任している株式会社近鉄百貨

店は、当社の発行済株式総数（自己株式を除く。）の0.6％を保有する株主

であります。

上記のほか、当社と社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先との間に

記載すべき関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

取締役 梅本 史郎

社外取締役就任後に開催した取締役会５回全てに出席し、企業経営者

としての立場から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。また、

人事・報酬諮問委員会の委員として取締役の人事・報酬について監督し、

助言を行うなど、社外取締役に期待される役割を果たしております。

取締役 船戸 貴美子

社外取締役就任後に開催した取締役会５回全てに出席し、弁護士とし

ての立場から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。また、人

事・報酬諮問委員会の委員として取締役の人事・報酬について監督し、

助言を行うなど、社外取締役に期待される役割を果たしております。

監査役 門山 龍彦

開催した取締役会７回全て、監査役会８回全てに出席し、疑問点を明

らかにするため適宜質問し意見を述べました。

監査役 長田 宏

開催した取締役会７回のうち６回、監査役会８回全てに出席し、疑問

点を明らかにするため適宜質問し意見を述べました。

③ 当社の親会社または当社親会社の子会社（当社を除く。）から当事業年度

において受けた役員としての報酬等の額

14,170千円
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４．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

会計監査人の報酬等の額 24,000千円

当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,760千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査

と金融商品取引法に基づく監査についてそれぞれの報酬等の額を区分

しておりませんので、会計監査人の報酬等の額には金融商品取引法に

基づく監査の報酬等の額を含めております。

２．監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から必要な資料を入手し、

また報告を聴取して、会計監査人の監査計画の内容、前期の職務遂行

状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認しました。その上で監査役会

において検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であ

ると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

（3）非監査業務の内容

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第２条第１項

の業務以外の業務（非監査業務）として、アドバイザリー業務を委託し、対

価を支払っております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項のいずれ

かに該当すると判断した場合には、会計監査人を解任する方針です。また、

会計監査人の職務の遂行の状況その他の事情を勘案して、必要と認められる

場合には、株主総会における会計監査人の解任または不再任に関する議案の

内容の決定を行う方針です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（注） 本事業報告に記載の金額及び株式数は表示単位未満を切り捨て、比率等は表示桁未満を

四捨五入して表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年１月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

未 収 入 金

短 期 貸 付 金

商 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他

1,007,740

134,784

106,206

7,230

2,132

698,938

4,973

9,692

43,782

5,014,248

4,032,525

2,714,670

88,646

101,669

1,123,748

3,790

2,853

1,066

1,786

978,869

33,686

21,674

899,138

24,370

（負 債 の 部）

流 動 負 債 1,262,429

買 掛 金 127,486

短 期 借 入 金 312,500

１年内返済予定の長期借入金 10,000

未 払 金 226,094

設 備 未 払 金 108,148

未 払 費 用 17,210

未 払 法 人 税 等 52,952

預 り 金 187,687

前 受 収 益 171,358

賞 与 引 当 金 10,800

資 産 除 去 債 務 38,189

固 定 負 債 2,000,024

長 期 借 入 金 2,500

繰 延 税 金 負 債 13,380

退 職 給 付 引 当 金 69,088

受 入 保 証 金 1,568,146

資 産 除 去 債 務 346,909

負 債 合 計 3,262,453

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,739,638

資 本 金 564,200

資 本 剰 余 金 24,155

資 本 準 備 金 24,155

利 益 剰 余 金 2,264,306

利 益 準 備 金 120,197

その他利益剰余金 2,144,109

固定資産圧縮積立金 45,237

別 途 積 立 金 300,000

繰越利益剰余金 1,798,871

自 己 株 式 △113,023

評価・換算差額等 19,895

その他有価証券評価差額金 19,895

純 資 産 合 計 2,759,534

資 産 合 計 6,021,988 負債・純資産合計 6,021,988
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損 益 計 算 書

（2025年２月１日から
2026年１月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 3,771,317

営 業 原 価 3,100,537

営 業 総 利 益 670,780

一 般 管 理 費 369,235

営 業 利 益 301,544

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,465

そ の 他 7,466 14,931

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,899

そ の 他 21 4,920

経 常 利 益 311,555

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 34,020 34,020

税 引 前 当 期 純 利 益 277,534

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 90,894

法 人 税 等 調 整 額 △13,639 77,255

当 期 純 利 益 200,279
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年３月12日

株 式 会 社 き ん え い
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三 浦 宏 和

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社きんえいの2025年2月1日か

ら2026年1月31日までの第129期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監

査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の

財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として

のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ

セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。

さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又

は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除

外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及

び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価

する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年２月１日から2026年１月31日までの第129期事業年度における取締役の職

務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議のうえ本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の
使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で
監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所におい
て業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている親会社との取引をするにあたり当社の利益を害さないように留
意した事項並びに当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検
討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を企
業会計審議会が定める「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに計算書類(貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討
いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社との取引をするにあたり当社の利益を害さないように留
意した事項並びに当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年３月13日

株式会社 き ん え い 監査役会
監 査 役(常勤) 門 山 龍 彦 ㊞
監 査 役 長 田 宏 ㊞
監 査 役 中 村 哲 夫 ㊞

（注） 監査役(常勤)門山龍彦及び監査役長田宏は、社外監査役であります。

以 上
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駅

御堂筋線天王寺駅

都シティ 大阪天王寺

ＪＲ天王寺駅

天王寺公園エントランスエリア

「てんしば」

北

近鉄南大阪線

(関西線)

株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

都シティ 大阪天王寺 ６階 吉野の間

（主な最寄り駅からの道順）

（1）近鉄大阪阿部野橋駅下車 東改札（地下）を出て都シティ 大阪天王寺

地下入口へ

（2）地下鉄天王寺駅下車 御堂筋線東改札を出て都シティ 大阪天王寺

地下入口へ

（3）ＪＲ天王寺駅下車 東口を出て横断歩道を渡り都シティ 大阪天王寺

正面入口へ

（お願い） お車でのご来場はご遠慮ください。

株主総会にご出席の株主様への「お土産」のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

この招集通知は、環境に配慮し、植物油インキを使用しております。
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